
 

国立大学法人東京大学監事監査要綱 
 

 平成１６年６月１０日 
  総長・監事申合せ 

改正 平成２７年３月５日 
改正 平成３０年３月２０日 
改正 令和４年３月３１日 
改正 令和６年９月２６日 

 
 
（趣旨） 
第１条 国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第１１条第６項の規定に基づき監事
が行う国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)の業務の監査（以下「監査」と
いう。）に関する基本的事項については、法令及び他の規程に別段の定めがある場合を除
き、この要綱の定めるところによる。 

（監査の目的） 
第２条 監査は、大学法人の業務の適正かつ合理的な運営を図ること及び会計経理の適正を
期することを目的とする。 

（監査の対象） 
第３条 監査は、業務及び会計について行う。 
（監査の種類） 
第４条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。 
２ 定期監査のうち、業務の監査は毎年度１回行い、会計の監査は年度決算時に行う。 
３ 臨時監査は、監事が必要と認めた場合又は総長が要請した場合に行う。 
（監査の方法） 
第５条 監査は、書面監査及び実地監査により行う。 
２ 監事は、監査を実施するに当たり、大学法人における円滑な業務の実施及び教育研究の
特性に十分配慮しなければならない。 

（監査計画） 
第６条 監事は、毎事業年度初めに監査計画を作成し、速やかに総長に提出するものとする。
ただし、臨時監査についてはこの限りではない。 
（監査の職務補助） 
第７条 総長は、監査に関する職務を補助させるため、監事と協議し、教職員のうちから監
査の職務補助に従事する者を命ずるものとする。 

２ 監事は、必要と認めるときは、総長の承認を得て、前項に定める監査の職務補助に従事
する者以外の教職員に、臨時に監査に関する職務を補助させることができる。 

３ 前２項の規定により、監査の職務補助に従事する者は、当該職務について知り得た事項
について、他に漏らしてはならない。 

４ 監事は、監査の職務補助に従事する者の監査の業務に係る人事評価について、総長に意
見を述べることができる。 

（役職員及び運営方針委員への質問等） 
第８条 監事は、監査対象部門の役員及び教職員(以下「役職員」という。)並びに運営方針
委員に対し、監査の必要に応じて質問をし、又は説明若しくは資料の提出を求めることが
できる。 

２ 役職員及び運営方針委員は、監事及び前条に定める監査の職務補助に従事する者が行う
監査に協力しなければならない。 

（監査報告書及び監事の意見） 
第９条 監事は、監査を行ったときは、１ヶ月以内に監査報告書を作成し、総長に提出する
ものとする。 

２ 監事は、監査の結果、是正又は改善のために必要と認める場合には、前項の報告書に意
見を付することができる。 



 

（措置状況に関する報告の求め及び監事の意見に関する取扱い） 
第１０条 監事は、監査報告書に関して、役職員及び運営方針委員に対して必要に応じてそ
の措置状況等について文書又は口頭による報告を求めることができる。 

２ 総長は、前条第２項の規定により意見が付された場合には、その取扱いを監事に文書で
通知するものとする。 

（総長への報告及び通知） 
第１１条 監事は、毎事業年度終了後遅滞なく、総長に対して、監査結果について報告を行
うものとする。 

２ 監事は、国立大学法人法第１１条第１１項の規定により文部科学大臣に意見を提出する
場合には、あらかじめ総長にその旨を通知するものとする。 

（会議への出席） 
第１２条 監事は、役員会、運営方針会議、経営協議会、教育研究評議会、総長選考・監察
会議その他重要な会議につき、各会議体との合意に従って出席し、意見を述べることがで
きる。また、監事は自ら必要と認める場合にはこれら重要な会議への出席を求めなければ
ならない。 

（監事に回付する文書） 
第１３条 次の各号に掲げる文書は、あらかじめ監事に回付するものとする。ただし、監事
は、その判断により、関連部門と協議の上で、各号の文書のうち重要なもののみを回付す
べき旨を定めることができる。 
(1) 業務方法書並びに規則類の制定及び改廃に関する文書 
(2) 官公署に対する許認可等の申請に関する文書 
(3) 事業計画及び予算に関する文書 
(4) 契約の締結に関する文書 
(5) 資金管理に関する文書 
(6) 資産の取得及び処分に関する文書 
(7) 訴訟の提起に関する文書 
(8) その他業務の執行上重要又は異例な事項に関する文書 

２ 次の各号に掲げる文書は、監事に回付しなければならない。 
(1) 官公署からの許認可等に関する文書 
(2) 文部科学大臣からの命令に関する文書 
(3) 行政機関から受けた重要な通達の文書 
(4) 訴状及び判決文 
(5) 事故に関する報告の文書 
(6) 業務の運営に関する重要な報告又は供覧の文書 

（事故又は異例の事項等の監事への報告） 
第１４条 関係する役職員は、法令に違反する事態、業務上の事故又は異例の事項が発生し
たときは、速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。 

（内部監査との連携） 
第１５条 内部監査室長は、内部監査を行う場合には、その監査計画及び監査報告書を監事
に提出しなければならない。 

２ 監事及び内部監査に従事する者は、相互に資料提供を行うほか必要な協力に努めるもの
とする。 

（監査実施基準） 
第１６条 監査の手続その他この要綱の実施に関し必要な事項は、総長と協議の上で監事が
別に定める。 

附 則 
この要綱は、平成１６年４月 1日から適用する。 

 附 則 
この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 

附 則 
この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 



 

附 則 
この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 
この要綱は、令和６年１０月１日から適用する。 
 


